
国保・
高齢者医療課の

ホームページはコ チラ

国民健康保険の

 し    お   り

①任意継続
の被保険者になる

②家族の健康保険の

被扶養者になる
③国民健康保険

（ 国保）に加入する

今まで加入し ていた

健康保険に継続加入する

※①②の申請や保険料等については、 職場や健康保険組合にお問合せく ださ い。

※ 7 5 歳の誕生日から は、 後期高齢者医療制度に加入し ます。

　 また、 6 5 歳から 7 4 歳で、 一定程度の障害があり 、 加入を希望する方も 後期高齢者医療制度に加入でき ます。

　 長野市国保・ 高齢者医療課　 高齢者医療担当　 ℡ 0 26 -22 4-8 767 　 までお問い合わせく ださ い。

■加入・ 脱退  ����������������������������������������������������������１ ページ　 　 直通（ 0 2 6 ） 2 2 4 -5 0 2 5

■高額療養費等の給付  �������������������������������������������３ ページ　 　 直通（ 0 2 6 ） 2 2 4 -7 2 2 5

■特定健診、 人間ド ッ ク   ���������������������������������������７ ページ　 　 直通（ 0 2 6 ） 2 2 4 -7 2 4 1

■保険料の計算  ������������������������������������������������������９ ページ　 　 直通（ 0 2 6 ） 2 2 4 -5 0 2 5

■保険料の納め方  ������������������������������������������������1 3 ページ　 　 直通（ 0 2 6 ） 2 2 4 -7 2 6 0

（ 目次） （ お問合せ先）

退職等により 健康保険から 脱退し た場合は、 いずれかの手続き が必要です。

令 和 8 年 度

長野市国保・ 高齢者医療課（ 長野市役所第一庁舎２ 階）
〒3 8 0 -8 5 12 　 長野市大字鶴賀緑町 1613 番地　   　 アド レス： ko kuho @ city�nag ano�lg�j p

開 庁 日： 月曜日〜金曜日

 （ 祝日、年末年始を 除く ）
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●加入後の送付書類
　  加入後に以下の書類を世帯主あてに郵送し ます。
　  マイ ナ保険証の利用登録の有無により 、 書類が異
 なり ます。

●マイ ナ保険証での受診
　  マイ ナ保険証で受診さ れる 場合、 加入手続き から
 最短で３ 営業日後に情報が切り 替わり ます。
　  すぐ に切り 替わり ませんのであら かじ めご了承く
 ださ い。

●ほかの健康保険に加入し た日(資格

　 取得日)以降は、 長野市国民健康保

　 険は使用でき ません。

　 長野市国民健康保険で受診し た場合、 医療費の

市負担分（ 7 割または 8 割） を 返還し ていただく こ
と になり ます。
　 新し い資格確認書が届く 前に受診予定がある 場合

は、 あら かじ め勤務先か医療機関に相談し てから
受診し てく ださ い。

　 また、 国保を やめる 手続き をし た後は、 資格確認
書を お返し いただく か、 本人が裁断等し 、 確実に破

棄し てく ださ い。

登
録
あ
り

資格情報のお知ら せ

　 マイ ナ保険証が使えない医療機関などでマイ ナンバーカ ード
と 併せて提示するこ と で保険診療が受けら れます。

（ スマート フ ォ ンのマイ ナポータ ルでも 代用が可能）

登
録
な
し

資格確認書

医療機関等で提示する こ と で、 保険診療が受けら れます。

国民健康保険に
入ると き ・ やめると き

ホームページは

コ チラ  ▶  ▶  ▶

11   国保加入後の注意事項 22   国保をやめた後の注意事項

※マイ ナン バーカ ード を健康保険証と し て利用し ている 方も 、 当面の間、 上記の持ち 物が必要です。

こ んなと き 手続きに必要な持ち物

手続きができる方
オンラ イン

申請すべての手続きで
必要なも の

１  マイナンバーカード またはマイナンバーが
　 確認できるも の（ 世帯主および対象者と なる方）
２  窓口に来る方の本人確認書類（ 運転免許証など）

国
保
に
加
入
す
る

職場の健康保険
をやめた

３  以下のいずれか
　・ 健康保険離脱証明書
　・ 資格喪失証明書

※ 口座振替を
　 申し 込みの場合
　 ・ 預貯金通帳
　 ・ 通帳の届出印

お手続き の詳細は 1 3 ページを

ご覧く ださ い

本人、
住民票が同一世帯の方、
または代理人

（ 委任状必要）

扶養家族で
なく なっ た

任意継続の資格
が満了する

国
保
を
や
め
る

職場の健康保険
に入っ た ３ 職場の資格確認書等（ 国保をやめる方全員分）

４ 国民健康保険の資格確認書

本人、
住民票が同一世帯の方、
または代理人

（ 委任状不要）
家族の
扶養になっ た

そ
の
他

資格確認書、

資格情報の

お知ら せを汚し た、

または紛失し た

３ 使えなく なっ た以下のいずれか（ 汚し た場合のみ）
　 ・ 資格確認書
　 ・ 資格情報のお知らせ

本人、
住民票が同一世帯の方、
または代理人

（ 委任状不要）
※代理人が申請し た場合は
郵送と なり ま す。

修学のため住所を
市外に変更する

３  在学証明書（ 原本） または学生証（ コピー）

本人、
住民票が同一世帯の方、
または代理人

（ 委任状必要）

　 次のよう なと き は、 お早めに国保・ 高齢者医療課または支所へ届け出てく ださ い。

　 なお、 国保への加入・ 脱退は、 自動的には手続き さ れず、 届出が必要です。
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　 マ イ ナ保険証ま たは資格確認書を 提示すれば、 右表の自

己負担割合で次のよ う な 医療が受けら れま す。

　 次のよう な場合で、 いっ たん医療費を 全額支払っ たと き は、 下表の書類を 添

えて申請し てく ださ い。 審査後、 保険適用分の７ 割相当額（ または８ 割相当額） が払い戻さ れます。

　 なお、 審査があるため、 支給までに約 3 か月かかり ます。

国保で受けら れる医療

　 診察、 入院・ 看護、 医療処置・ 手術、 在宅医療・ 看護、 薬

や治療材料の支給、 訪問看護（ 医師が必要と 認めた場合）  

〈 一部負担金の減免及び徴収猶予について〉

　 災害や特別な事情などにより 、 生活が著し く 困難になっ た

と き は、 その状況に応じ て、 一部負担金の減免又は徴収猶予

ができ る場合があり ます。 詳し く は、 ご相談く ださ い。

※同世帯に住民税課税所得 1 4 5 万円以上の国保加

入者（ 70 歳～ 74 歳） がいる方。 ただし 、 収入状

況によっ ては２ 割負担になる場合があり ます。

※本人確認書類 … マイ ナン バーカ ード 、 運転免許証など

区　 分 自己負担割合

小学校就学前まで ２ 割

小学校就学〜6 9 歳 ３ 割

7 0 歳〜7 4 歳

一般 ２ 割

現役並

所得者※
３ 割

こ んなと き 手続きに必要な持ち物

すべての手続き で必要なも の
１ 本人確認書類　 　 ２ 領収書（ 原本）

３ 預貯金通帳または口座番号がわかるも の

● やむを 得ない理由で国民健康保険を 使わずに医療

機関にかかっ たと き
４ 診療報酬明細書

● 医師の指示で、 はり ・ きゅ う ・ マッ サージの施術を

受けたと き

４ 施術証明書

５ 医師の同意書

● 柔道整復師の施術を受け、 全額自己負担をし たと き ４ 施術証明書

● 医師が治療上必要と 認めたコ ルセッ ト 等、 ９ 歳未

満の小児弱視等の治療用眼鏡※など の治療用装具

代や輸血のための生血代がかかっ たと き
※２ 回目以降は、 ５ 歳未満は診断日から １ 年、 ５ 歳以上９ 歳未満

は２ 年経過後の者が対象

４ 医師の意見書
　 ※生活に必要な車いす・ 補聴器・ 人工肛門ペロ ッ テ 等は対象

外です。

　 ※靴型装具の申請には現物写真の添付が必要です。

● 海外渡航中に病気やけがで治療を 受けたと き（ 治

療目的の渡航を 除く ）
※日本国内での保険医療機関等で給付さ れる も のを 標準と し て支

給し ます。

※日本国内で保険適用と なっ ていない医療行為や、 海外に長期滞

在し ている など 生活実態が海外にある と 認めら れる 期間に治療

を受けたと き は給付対象になり ません。

４ 診療内容明細書

５ 領収明細書

６ パスポート

７ 日本語訳文
　 ※証明書類が外国語で作成さ れている 場合のみ。

８ 調査に関わる同意書
　 ※各種様式は国保・ 高齢者医療課窓口にあり ます。

国民健康保険で受けら れる給付
　 各種給付金を請求できる期間は、 原則２ 年です。 詳し く は、 お問い合わせく ださ い。
　 ※各種給付金の請求において、 ATM の操作を お願いする こ と はあり ません。

11   療養の給付

22   療養費

ホームページは

コ チラ  ▶  ▶  ▶

ホームページは

コ チラ  ▶  ▶  ▶



－ 3  －

医療費が高額になっ たと き

●【 　 　 】 は該当する診療月を含めて過去 12 か月以内に３ 回以上高額療養費に該当し たと きの、 ４ 回目から の

金額です。

●一般区分については、 １ 年間（ ８ 月から 翌年７ 月診療分） の通院の自己負担額の合計が、 144 ,00 0 円を 超え

た場合は、 高額療養費を支給し ます。 支給になる方には、 市から 申請書をお送り し ます。

●毎年８ 月１ 日に、 各世帯の自己負担限度額を判定し ます。

●世帯構成に変更がある場合は、 所得区分を再判定し ます。

　 世帯構成に変更があっ た月の翌月の初日から 適用さ れます（ １ 日の場合はその月から ）。

●所得の修正申告等により 区分が変更と なっ た場合は、 ８ 月１ 日に遡っ て適用さ れます。

　 高額療養費支給後の差額は、 申請によっ て支給または返納金と し て納めていただきます。

※所得が確認でき ない世帯は「 ア」（ 7 0 歳未満の方） または「 一般」（ 7 0 歳から 7 4 歳までの方） の区分にな

り ます。

１ か月（ 暦月： １ 日〜末日） に世帯で負担する上限額です。

国保加入者の年齢や前年（ 前々年） の所得額等で区分さ れます。〈 自己負担限度額〉

33   高額療養費

ホームページは

コ チラ  ▶  ▶  ▶

1 こ んなと き

　 医療機関で１ か月間（ 暦月） に支払っ た医療費が高額になっ た場合、 申請するこ と で自己負担限度額を超えた

額が支給さ れます。

　 ※高額療養費の対象と なる費用は、 健康保険が適用と なる 診療費・ 治療費・ 薬代です。

　 ※入院時の差額ベッ ド 代、 食事の一部負担や文書料、 予防接種など は、 高額療養費の対象と はなり ません。

　 ※支給が見込まれる 場合、 受診月から 3 か月目以降に申請のお知ら せを送付し ます。

7 0 歳未満の方　（ 令和 8 年 7 月診療分まで）

区分 所得要件（ 基礎控除後の所得額） 自己負担限度額（ 月額）

ア 住
民
税
課
税
世
帯

9 0 1 万円超  2 5 2 ,6 0 0 円＋（ 総医療費− 8 4 2 ,0 0 0 円） ×１ %  【 1 4 0 ,1 0 0 円】

イ 6 0 0 万円超〜 9 0 1 万円以下  1 6 7 ,4 0 0 円＋（ 総医療費− 5 5 8 ,0 0 0 円） ×１ %   【 9 3 ,0 0 0 円】

ウ 2 1 0 万円超〜 6 0 0 万円以下    8 0 ,1 0 0 円＋（ 総医療費− 2 6 7 ,0 0 0 円） ×１ %   【 4 4 ,4 0 0 円】

エ 2 1 0 万円以下    5 7 ,6 0 0 円          【 4 4 ,4 0 0 円】

オ 住民税非課税世帯    3 5 ,4 0 0 円          【 2 4 ,6 0 0 円】

7 0 歳から 7 4 歳までの方　（ 令和 8 年 7 月診療分まで）

負担
割合

区分
住
民
税

所得要件
（ 住民税課税所得）

自己負担限度額（ 月額） 限度額
認定証
の申請

通院のみ
（ 個人単位）

通院＋入院
（ 世帯単位）

３
割

現役並み

課
税

690 万円以上 252 ,6 0 0 円＋（ 総医療費− 842 ,00 0 円） ×１ %【 140 ,10 0 円】 不要

現役並みⅡ 380 万円〜690 万円未満 167 ,4 0 0 円＋（ 総医療費− 558 ,0 0 0 円） ×１ %   【 9 3 ,00 0 円】
可能

現役並みⅠ 14 5 万円〜3 80 万円未満   8 0 ,10 0 円＋（ 総医療費− 267 ,0 0 0 円） ×１ %  【 4 4 ,40 0 円】

２
割

一般 住民税課税世帯 18 ,000 円      57 ,600 円  【 4 4 ,4 0 0 円】 不要

Ⅱ
非
課
税

所得がある方がいる世帯

8 ,0 00 円

24 ,600 円

可能
Ⅰ

全員の所得が 0 円の世帯
※年金収入が 8 06 ,7 0 0 円以下は、

所得 0 円と みなし ます。

15 ,0 00 円
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2 申請に必要なも の

 ①本人確認書類　 ② 預貯金通帳または口座番号がわかるも の　 ③領収書（ 原本）

★申請は初回のみ、 2 回目から は申請手続き が不要です！

　 初回申請後に新たに高額療養費が発生し た場合は、 原則と し て初回申請で指定し た口座へ自動振込を 行い

ます。 自動振込を 希望し ない場合は、 申請時にその旨をお申し 出く ださ い。

44   限度額適用認定証

2 申請に必要なも の

　 ・ 本人確認書類

　 申請受付後、 認定証をご自宅に郵送し ます（ 約１ 週間後）。

★マイ ナ保険証の提示で、 限度額適用認定証等が不要になり ます！

　 医療機関等の窓口でマイ ナ保険証の提示の際に情報提供の同意をすると 、「 限度額適用認定証」 の提示がな

く ても 、 窓口負担を自己負担限度額で抑えら れ、 また、「 標準負担額減額認定証」 の提示がなく ても 食事代の

減額を 受けるこ と ができ ます。

　 ※長期該当認定（ 非課税世帯で 91 日以上入院さ れている方） については、 申請手続き が必要です。

　 ※国民健康保険料を滞納し ていると 、 マイ ナ保険証を提示し ても 医療機関で自己負担限度額が確認できません。

3 計算上の注意

《 共通》

● 加入者一人につき、 保険適用の医療費を次の①から

④に分けて計算し ます。

　 ①診療月ごと 　 　 　 ②医療機関ごと

　 ③入院・ 外来ごと 　 ④医科・ 歯科ごと

　 ※医療機関（ 外来） で処方を 受け、 調剤薬局で支払っ た薬代

は合算でき ます。

《 70 歳未満》

● 《 共通》 で計算し た医療費のう ち、 21,0 0 0 円以上

のも のを合計し た額から 自己負担限度額を除いた額

が高額療養費と なり ます。

《 70 歳から 74 歳まで》

 ● 《 共通》 で計算し た医療費合計額から 自己負担限

度額を除いた額が高額療養費と なり ます。

限度額を適用し た場合

❶医療費の
　 自己負担分を
　 限度額まで

　 支払う

❶医療費の
　 自己負担分
　（ 2 割又は 3 割）

　 を全額支払う

❷高額療養費の

請求

❸高額療養費の

支給

❸高額

　 療養費の
　 支給

限度額を適用し ない場合

❷高額

　 療養費の
　 請求

医療機関 国  保

患  者 患  者

医療機関 国  保

費用を
いっ たん

立て替える

一度に

用意する費用が
安く て済む

1 こ んなと き

　 医療機関で支払う 医療費が高額になると き

　 事前に「 限度額適用認定証」 などの交付を 受け、 医療機関の窓口で提示

すると 、 1 か月（ 1 日から 月末まで） の保険診療分の支払いが自己負担限度額

までと なり ます。 交付には申請が必要です。

　 ※7 0 歳から 7 4 歳で、 左ページの区分が「 現役並み」 または「 一般」 に該当する 方は、 マイ ナ

　 　 保険証または資格確認書を 提示する と 限度額が適用さ れますので、 申請は不要です。

　 ※国民健康保険料を滞納し ていると 、 限度額適用認定証の交付が受けら れない場合があり ます。

　 　（ 国民健康保険料に未納がある場合、 収納相談が必要です。）

オンライン申請は

コチラ  ▶  ▶  ▶
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1 こ んなと き

次の病気で長期間にわたって治療を受けると き

① 人工腎臓（ 人工透析） を実施し ている慢性腎不全

②  血漿分画製剤を 投与し ている 先天性血液凝固第

Ⅷ因子障害または先天性血液凝固第Ⅸ因子障害

（ いわゆる血友病）

③  抗ウイ ルス剤を 投与し ている 後天性免疫不全症

候群（ HIV  感染を 含み、 厚生労働大臣の定める

者に限る）

2 申請に必要なも の

①本人確認書類

②特定疾病に関する 医師の意見書

③ 国保加入以前から 継続し て 治療を 受け て い た

こ と がわかる 受療証

　 ※②③のいずれか

3 自己負担限度額

　 特定疾病療養受療証を 提示すると 、 医療費の自己

負担限度額は下表のと おり と なり ます。

※１ か月・ 医療機関ごと ・ 入院、 通院ごと に計算

疾病名

7 0 歳未満

7 0 歳
以上

上位所得世帯
（ ※1）

上位所得世帯
以　 外

慢性
腎不全

２ 万円 １ 万円 １ 万円

血友病
等

１ 万円 １ 万円 １ 万円

（ ※1） 世帯の被保険者全員の基礎控除後の合計所得が 600 万円を

超える世帯

　 　 　 所得が確認できない場合は、 上位所得世帯区分になり ます。

4 注意事項

●原則、 申請月の１ 日から の適用です。

● 「 特定疾病療養受療証」 を 提示し て 受診し た際

の病院（ 外来受診） 及び処方せん（ 調剤） にか

かる 一部負担金のう ち、 自己負担限度額を 超え

て負担し た分は、 高額療養費の対象と なり ます。

55   入院時食事療養費 66   特定疾病療養受療証

　「 リ フ ィ ル処方箋」 と は、 最大 3 回まで

繰り 返し 使用できる処方箋です。

　 2 回目から は、 自宅で保管し ていた処方箋

を 薬局窓口に出せば、 医師の診察を 受けなく

ても 、 同じ 薬をも ら う こ と ができ ます。 また、

患者の負担軽減と なり 、 医療費の節約にも な

り ます。

　 かかり つけ医にご相談く ださ い。

リ フ ィ ル処方箋は、 病

状が安定し て い る な

ど、 医師が認めた 場

合に使用でき ます。

リ フ ィ ル処方箋
せん

を

知っ ていますか？

　 入院時の食事代の自己負担額は、 下表のと お

り で す。

　 住民税非課税世帯の方は、 限度額適用認定証

の窓口で の提示、 も し く はマ イ ナ 保険証に よ る

情報提供への同意を 行う こ と で 、 食事代が減額

さ れま す。

住民税課税状況・ 入院日数

食事代１ 食あたり

令和8 年

5月31日まで

令和8 年

6 月1日から

課税世帯 5 1 0 円 5 5 0 円

非課税
世帯

9 0 日までの入院 2 4 0 円 2 7 0 円

9 1日目以降の入院
※長期該当認定の

　 申請をし た方

1 9 0 円 2 2 0 円

7 0 〜7 4 歳で
３ ページの区分Ⅰ

1 1 0 円 1 3 0 円

※過去 12 か月の入院日数が 91 日以上になっ た場合、「 長期該当

認定」 の申請が必要です。
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1  こ んなと き　

　 国保加入者が出産し たと き

　 ※妊娠 1 2 週（ 8 5 日） 以上であれば、 死産・ 流産の場合も 支

給さ れます。

2  支給額

　 4 8 8 ,0 0 0 円
　 ※産科医療補償制度に加入し ている 医療機関で出産し た場合

（ 在胎週数 22 週以降） は 12 ,000 円が加算さ れます。

3  給付方法

（ １ ） 直接支払制度を利用する場合

　    （ 市から 直接医療機関へ支払う 方法）

　 　  利用する 場合は、 医療機関等で手続き が必要

　  で す。
　 ※出産費用が 50 万円未満の場合は、 差額分を支給し ます。

　 　 市役所又は支所の窓口で、 申請をし てく ださ い。

（ 2 ） 直接支払制度を 利用し ない場合

　 　  市役所で 申請手続き が必要です。

こ んなと き 申請に必要なも の

すべての申請に

必要なも の

１ 本人確認書類

２  預貯金通帳または口座番号が

わかるも の

３  領収書（ 差額申請の場合は請

求明細書・ 領収書）

● 直接支払制度を

利用し ない場合
４ 医療機関と の合意文書

●死産等の場合
４  妊娠期間、 死産等の年月日が

分かる証明書

※海外で出産し た場合は、 お問い合わせく ださ い。

 77   出産育児一時金

1  対象者

① 障害者自立支援医療（ 精神通院） の適用を 受け

ている方

② 感染予防法によ る 結核患者で、 長野市保健所で

結核患者医療費公費認定を 受けている方

2  自己負担

　  一部負担金が免除さ れます。

3  受診方法

　 医療機関窓口で、次のも のを 提示し てく ださ い。

・ マイ ナ保険証または資格確認書

・  各受給者証（ 交付時に添付し てある 「 お知ら せ」

も 含む）

 99   結核精神給付金
申請

不要

1  こ んなと き

　 交通事故など、 第三者から の行為（ ※） による傷病

の治療に、 国民健康保険を 使用する 場合は、 市へ届

出が必要です。

　 加害者が支払う べき 医療費を 国保が一時的に立

て替えをし 、 後で加害者に請求し ます。 詳細はご相

談く ださ い。

　 ※第三者行為と は

　 　 交通事故、 暴力行為を受けた、 他人の飼い犬に噛まれた等

2  注意事項

● 交通事故にあっ たら すぐ に警察に届出をし 、 事故

証明書を も ら っ てく ださ い。

● 飲酒運転や無免許運転等、 法令違反の場合や労

働災害補償保険を 受けた場合は、 国民健康保険

を使う こ と はでき ません。

 1010 第三者行為によるケガ等

被害者

医療機関

国保連合会

長野市国保

委
託 支

払
い

加害者

自賠責保険又は任意保険

自己負担

（ 2 割又は３ 割）

の支払い

長野市国保に届出

被害者に代わって損害賠償請求

保険適用分の医療費の支払い

1  こ んなと き

　 国保加入者が死亡

し た と き に、 喪主に

支給し ま す。

2  支給額

　 5 万円

3  申請に必要なも の

① 預貯金通帳または口座番号のわかるも の

② 本人確認書類

③ 喪主と わかる書類（ 同世帯の親族以外）
　 ※死亡届（ 写し ）、 葬祭に関する領収書、 新聞のおく やみ欄等

 88   葬祭費

オンラ イン申請は

コ チラ  ▶  ▶  ▶
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特定健診・ 人間ド ッ ク
毎年、 必ず受診し まし ょ う ！　 〜健診結果で血管や臓器の変化が分かり ます〜

1  対象者

今年度 30 歳以上 74 歳までの国民健康保険加入者

（ 平成 9 年３ 月 31 日以前生まれの国保加入者）

2  受診の流れ

①対象者には、 5 月末までに受診券が届き ます。

◎特定保健指導（ 基準・ 該当者のみ）

　  ●医療専門職から 特定保健指導を ご案内し ます。

　 　  対象者：  特定健診の結果、 メ タ ボリ ッ ク シ ン

ド ロ ームのリ スク がある 方

　 ● ご 自身で 生活習慣を 振り 返り 、 改善す る た

めの計画を た て、 実践で き る よ う お 手伝い

し ま す。

◎職場で健診を受けた方は

　  ● 特定健診を 受けずに職場健診を 受けた 方は、

受診券の問診票を 記入し 、 健診の結果と あわ

せて国保・ 高齢者医療課または支所へお持ち い

ただく か、 写し を ご郵送く ださ い。

　 ● 「 フィ ット ネス体験チケット 」 を差し 上げています。

　 　 健診の結果は、 健康づく り 事業に役立てます。

◎ 健診受診から 約1 0 日後に、受診し た医療機関で

結果の説明を 受けてく ださ い。その後、1～2 ヶ 月

後に結果を 郵送で 通知し ます。

特定健診実施期間
令和 8 年 6 月  1 日（ 月）

　 　    〜10 月 15 日（ 木）

ホームページは

コ チラ  ▶  ▶  ▶ 11   特定健診（ 4 0 歳以上）・ 3 0 歳代の国保健診

■４ 月 12 日以降に国保に加入し た方は、 受診券の交付申請が必要です。

　 1 または 2 の方法で、 申請し てく ださ い。 個人ごと に申請が必要です。

　 1 . 窓口で申請

　 　〈 持ち物〉 マイナ保険証または資格確認書もし く は資格情報のお知ら せ

　 　〈 申請先〉 国保・ 高齢者医療課または支所

　 2 . オンラ イ ン申請

　 　 長野市ホームページから 申請し てく ださ い（ 申請期限： ９ 月 3 0 日）

　 　 ※受診券は 5 月中旬から 順次郵送でご自宅にお送り し ます。 申請から お手元に届く まで５ ～６ 日かかり ます。

オンライン申請はコ チラ ▼

3  受診料

　 1 ,0 0 0 円

①以下の方は受診料が無料です。

　 ・ 今年度 7 0 歳以上

　 ・ 市民税非課税世帯

   　  （ 世帯主およ び世帯内の国保加入者全員が市民

税非課税）

② 今年度新たに市民税非課税世帯と なっ た方は受診

前に手続きが必要です（ 6 月下旬以降）。

　〈 持ち物〉  特定健診受診券、 マイ ナ保険証または

資格確認書も し く は資格情報のお知ら せ

　〈 申請先〉 国保・ 高齢者医療課または支所

② 受診券の 1 0 、 1 1 ページ（ または「 各種検診のご案内」、 長野市ホームページ） に掲載し ている 医療機関

に予約を 取り 、 受診し てく ださ い。

③ 「 非自発的失業者の軽減」 を 申請さ れた 場合

受診料が無料になる 場合があり ます。

　 詳し く はお問合わせく ださ い。

4  健診内容

①基本的な健診項目（ 受診者全員実施）

　  問診、 身体計測、 診察、 血圧測定、 尿検査、 血

液検査、 心電図検査

②眼底検査

　 健診の結果により 医師が必要と 認めた方
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注意） ◆特定健診と ド ッ ク 補助を同じ 年度に両方受けるこ と はできません。

　 　 　 　  重複し て受診し た場合は、 後に受けたも のの補助額を 返納し ていただき ます。

　 　 　 ◆保険料の未納がある場合、 ド ッ ク 補助の申請ができません。

　 　 　 　 全額納めていただく と 、 申請でき ます。

◎フ ィ ッ ト ネス体験チケッ ト を配布し ます

　 国保の各種健診を 受診し た方など には、 運動のき っ かけづく り や、 運動を 通じ た健康づく り を 推進する

フ ィ ッ ト ネス体験チケッ ト を 配布し ます。  （ チケッ ト 有効期限： 令和 9 年 3 月 31 日）

ド ッ ク 補助実施期間
令和 8 年 4 月  1 日（ 水）〜
令和 9 年 3 月 31 日（ 水）

ホームページは

コ チラ  ▶  ▶  ▶

こ のよう な方 「 フ ィ ッ ト ネス体験チケッ ト 」 配布方法

国保特定健診・ 3 0 歳代の国保健診を 受診し た方 各種健診の結果通知に同封（ 郵送）

国保人間ド ッ ク ・ 脳ド ッ ク の補助申請をし た方 申請時にお渡し し ます

職場健診結果及び問診票（ ※３ ） を提出し た方 提出時にお渡し または郵送

（ ※ 3 ） 未持参の場合は、 窓口で記入願います。

検査項目

〈 人間ド ッ ク 〉

問診、 身体測定、 診察、 尿・ 便検査

循環器検査（ 眼底検査含む）、 血液検査

胸部検査、 胃部検査

腹部超音波検査　

〈 脳ド ッ ク 〉

問診、 身体測定、 診察、 尿検査

循環器検査（ 眼底検査含む）、 血液検査

脳機能検査　

 22   国保人間ド ッ ク または脳ド ッ ク 受診料の一部補助

1  対象者

　 今年度3 5 歳以上7 4 歳までの国民健康保険加入者

　（ 平成4 年３ 月3 1 日以前生まれの国保加入者）

2  手続方法

①実施医療機関に受診を予約する。

② 受診の 1 か月前〜前日までに、

　 補助券の交付申請をする。（ 当日補助券発行）

③補助券を 持参し 医療機関を受診する。

3  補助額

　 1 5 ,0 0 0 円

4  実施場所

実施医療機関

　  「 各種検診のご案内」「 特定健診受診券」

　 長野市ホームページをご覧く ださ い。

5  注意事項

●ド ッ ク 受診料は医療機関により 異なり ます。

● 受診料（ データ 提供料を含む） と 補助額と の差額

を 医療機関へお支払いく ださ い。

●受診後の補助券交付はできません。

　  必ず受診前に補助券を申請し てく ださ い。

　（ ※ 2 ） 4 月 1 2 日以降に国保に加入し た人は、 特定健診受診

券は不要です。

　〈 持ち物〉  特定健診受診券（ ※ 2）、 マイナ保険証

ま たは資格確認書も し く は資格情報の

お知ら せ

　〈 申請先〉 国保・ 高齢者医療課または支所

※特定健診の基本的検査項目が含ま れる ため、 人間ド ッ ク ・

脳ド ッ ク を受診すれば、特定健診を受診し たこ と になり ます。
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国民健康保険料の計算

　 国民健康保険料は、前年（ 1 〜 12 月） の所得等をも と に、年度（ 4 月〜翌年 3 月） ごと に、

世帯内の被保険者（ 加入者） の保険料をまと めて計算し 、 毎年 6 月に通知し ます。

4 月 翌年 3 月 以下のよ う な 場合にも 保険

料を決定・ 再計算し ます。

●世帯主が変わっ た

●所得額が変わっ た

●世帯員が異動し た

● 40 歳到達（ 介護分該当）

途中で脱退し た場合

脱退し た月の

前月までの月数で再計算

途中で加入し た場合

加入し た月から

3 月末までの月数で計算

ホームページは

コ チラ  ▶  ▶  ▶

加入 脱退

医療分……国民健康保険事業に必要な費用や医療費のための保険料です。

支援金分…後期高齢者医療制度を 支える ための保険料です。 加入者全員に負担し ていただき ます。

介護分……介護保険制度を 支える ための保険料です。4 0 ～ 6 4 歳（ 介護保険第 2 号被保険者）が該当し ます。

子育て分…子育て関連事業を支えるための保険料です。18 歳以上 ( ※2 ) の加入者全員に負担し ていただきます。

　 　 　 　   （ ※2 ）1 8 歳に達する 日以降の最初の3 月3 1 日以前の子ど も は対象外
一般的に は、 0 歳～高校卒業

ま での子ど も のこ と です。

所 得 割
（ 所得に応じ ）

均 等 割
（ 加入者に応じ ）

平 等 割
（ 世帯あたり ）

医療分 介護分支援金分 子育て 分

加入者全員の 

基礎額(※1 )

× 8 .2 %

加入者全員の 

基礎額(※1 )

× 2 .8 %

4 0 ～6 4 歳の

加入者全員の 

基礎額(※1 )

× 2 .6 %

18 歳以上(※2 )の

加入者全 員の

基礎額(※1 )

×0 .3 %

4 0 ～6 4 歳の

加入者の人数

× 8 ,7 6 0 円

18 歳以上(※2 )の

加入者の人数

× 1 ,4 4 0 円

加入者の人数

× 17 ,7 6 0 円

加入者の人数

× 6 ,2 4 0 円

1 9 ,6 8 0 円 7 ,5 6 0 円 7 ,0 8 0 円 1 ,2 0 0 円

① ② ③ ④
あなたの世帯の

国民健康保険料
（ 年額）

＝ + + +

医療分合計
（ 最高限度額 67 万円）

支援金分合計
（ 最高限度額 2 6 万円）

介護分合計
（ 最高限度額 17 万円）

子育て分合計
（ 最高限度額 3 万円）

10 円未満切り 捨て

（ ※1 ）基礎額については1 0 ページ「 2 基礎額と は」を ご 覧く ださ い。

子育て分…子育て関連事業を支えるための保険料です。加入者全員に負担していただきますが、均等割は
　　　　　18歳未満（※2）の方はかかりません。
　
　　　　　（※2）18歳に達する日以降の最初の3月31日以前の子どもは対象外

加入者全員の
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 （ 国民健康保険法第 7 6 条）

　 保険料の通知や資格確認書等

は世帯主あてにお送り し ます。

1  4 0 歳になる方

　 誕生月（ 1 日が誕生日の場合は前月） から 介護

分が発生し ます。

　 誕生月の翌月に保険料を 再計算し 、 通知し ます。

2  6 5 歳になる方

　 誕生月の前月（ 1 日が誕生日の場合は前々月）

までの月数であら かじ め介護分を 計算し ます。

　 誕生月以降も 納付額は変わり ません。

3  7 5 歳になる方

　 誕生月の前月ま での月数で 、 あら かじ め保険料

を 計算し ます。

　 同じ 世帯に 7 5 歳未満の加入者がいる 場合、 世

帯の保険料を すべての納期で割り 振っ て計算し て

あるため、 誕生月以降も 納付額は変わり ません。

世帯主

Q . 私は国民健康保険に加入し ていないの

ですが？

A. 世帯内に国保加入者がいれば世帯主に

納付義務が生じ ます。

令和 7 年中の所得額− 基礎控除 43 万円（ ※ 1 ）

（ 千円未満切り 捨て）

　 扶養控除、 生命保険料控除、 社会保険料控除、

障害者控除、 ひと り 親控除等の「 所得控除」 は

適用さ れません。

（ ※ 1） 所得額が

　 　 　 2 ,4 00 万円超〜 2 ,4 50 万円以下： 基礎控除 2 9 万円

　 　 　 2 ,4 50 万円超〜 2 ,5 0 0 万円以下： 基礎控除 15 万円

　 　 　 2 ,5 0 0 万円超　 　 　 　 　 　 　 ： 基礎控除　 ０ 円

転入さ れた方へ

　 所得額を前住所地に問い合わせます。

　 所得が把握でき る までは、 均等割と 平等割の

合計額で通知し ます。

　 所得の把握後に再計算し 、 保険料が変更にな

る場合は再度通知し ます。

ご注意

　  各加入者が令和 7 年中に得たすべての所得額

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　（ 総所得金額等）

　 所得と は、 前年 1 月から 12 月までの収入から 必

要経費（ 給与所得等控除額、公的年金等控除額など）

を 差し 引いたも のです。

※土地・ 建物等の譲渡所得（ 特別控除後）、 申告をし た上場株式

等の配当所得や株式譲渡所得は所得に含まれます。

 11   納付義務者は世帯主

 22   基礎額と は

 44   対象と なる所得

 33    年度の途中で
　 　   4 0 歳・ 65 歳・ 75 歳になる方

●退職金　 ●傷病手当金

●障害年金　 ●遺族年金

●雇用保険の失業給付金

 など

こ のよう な

収入は所得に

含まれません

　 市県民税の申告をし ていない場合は、 所得が

不明のため低所得世帯に対する軽減（ ※ 2 ） や

高額療養費の適用区分（ ※ 3 ） を 適用するこ と

ができ ません。

◎以下の方は申告不要です。

　 ●確定申告をする方

　 ● 年末調整が済んでいる給与所得者で、 他に

所得がない方

　 ● 公的年金の支払金額が 4 0 0 万円以下で、

他に所得がない方

（ ※ 2 ） 詳細は 11 ページ

（ ※ 3 ） 詳細は 3 ページ

◎所得がない方

◎非課税所得のみの方

申告が必要です
（ 国保未加入の世帯主含む）
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国民健康保険料の軽減・ 減免
　 各種軽減・ 減免には、 市県民税の申告が必要と なり ます。

　 必ず申告し てく ださ い。

　 前年の所得金額が下表の基準以下の世帯は【 均等割】

と 【 平等割】 を軽減し ます。

※一定の給与所得者（ ａ ）と 公的年金等に係る 所得を 有する 者（ ｂ ）の
合計数

（ ａ ） 給与収入が 55 万円超（ 専従者給与収入は除く ）
（ ｂ ） 65 歳未満…公的年金収入が 6 0 万円超
　 　 6 5 歳以上…公的年金収入が 1 2 5 万円超（ 特別控除前の金額）

 11   低所得世帯に対する軽減
申請

不要

 33   子どもの均等割保険料の軽減
申請

不要

　 子育て世代の経済的負担軽減の観点から 、 子ども の均

等割保険料を軽減し ます。

1  対象者

　  未就学児

　  ※ 6 歳に達する日以降の最初の 3 月 3 1 日以前の被保険者

2  軽減内容（ 金額）

　  当該未就学児の均等割保険料を 5 割軽減し ます。

　  ※低所得世帯に対する 軽減に該当する 場合は、 その軽減を適用し 、

残った金額の 5 割を軽減し ます。

ホームページは

コ チラ  ▶  ▶  ▶

　 会社都合（ 倒産・ 解雇等） 等によ る 離職の方は、 保険

料の一部を軽減し ます。

1  対象者

①②のすべてに当てはまる方

　 ①対象年齢…離職時 6 4 歳以下

　 ②雇用保険受給資格者証の離職理由

　 11・ 12・ 21・ 22・ 23・ 31・ 3 2・ 3 3・ 34

2  軽減内容（ 金額）

　 対象者の給与所得額（ 調整控除前）を3 0/10 0 に減額し

ます。

※給与所得額が 43 万円以下の場合は軽減さ れません。

3  軽減期間

　 離職日の翌日の属する 月から 、 その月の属する 年度の

翌年度末まで

※国保を一度脱退し 、 再加入し た場合は、 再度届出が必要です。

4  持ち物

①雇用保険受給資格者証（ 原本）※

　 または雇用保険受給資格通知

　 ※「 仮」 の証明書では受付できません。

②本人確認書類

③マイナンバーカード またはマイナンバーが確認できるも の

5  申請方法

①または②のいずれかの方法

　 ①オンラ イン申請

　 ② 国保・ 高齢者医療課

　 　 または支所の窓口で申請

 22   非自発的失業者の軽減
申請

必要

オンライン申請は

コチラ  ▶  ▶  ▶

● 6 5 歳以上で公的年金所得がある方

公的年金所得から 1 5 万円（ 満たない場合はその額）
を 控除

●専従者控除がある方

専従者控除前の所得額で判定

●専従者給与がある方

専従者給与がなかっ たも のと し て判定

●分離譲渡所得（ 土地建物等）

特別控除前の額で判定

●雑損失

雑損失適用後の所得額で判定（ 基礎額は適用し ない）

●非自発的失業者の軽減に該当する方

減額後の所得額で判定

1  判定対象者

①～③の方の所得合計額で判定し ます。

　 ①世帯主（ 国保未加入の世帯主を含む）

　 ②国保加入者

　 ③特定同一世帯所属者

　 　（ 国保から 後期高齢者医療制度へ移行し た方）

2  判定日

 賦課期日（ 令和 8 年 4 月 1 日）
　 年度途中に被保険者数が増減し た際には再判定は行い

ません。

　 世帯主が変わった場合、 変更後の世帯状況で再判定し

ます。

3  所得算定

　 以下の場合は、 所得額を 軽減判定用に直し て 判定し

ます。

減　 額　 基　 準 軽減割合

43 万円＋10 万円×（ 給与所得者等の数※− 1） 7 割

43 万円＋31 万円×加入者数

＋10 万円×（ 給与所得者等の数※− 1）
5 割

43 万円＋57 万円×加入者数

＋10 万円×（ 給与所得者等の数※− 1）
2 割
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　 災害や火災などによ り 保険料の納付が困難と なっ た場

合や、 刑事施設に収容さ れていた期間がある 等、 一定の

基準に該当すれば保険料が減免さ れる場合があり ます。

　 国保・ 高齢者医療課窓口でご相談く ださ い。

 77   その他の理由による 減免
申請

必要2  減免割合

以下の割合で減免し ます。

・ 所得割…全額　

・ 均等割…2 分の 1

・ 国保加入者が旧被扶養者１ 人のみの場合

　 平等割…2 分の 1

※均等割、 平等割の減免期間は 2 年間

減　 免

支払額 減免

支払額 減免

旧被扶養者

 55    被扶養者であっ た方
　 　   （ 旧被扶養者） に対する減免

1  対象者

①②のすべてに当てはまる方

　 ① 会社の健康保険等の被保険者本人が後期高齢者医療

制度へ移行する ため、 国保に加入する こ と になっ た

被扶養者（ 旧被扶養者）

　 ② 国保の資格取得日時点で 65 歳以上の方

申請

必要

会社の健康保険

夫： 75 歳到達夫： 被保険者

　    75 歳未満

妻： 被扶養者

　    7 2 歳

後期高齢者医療制度

妻： 被保険者72 歳

国民健康保険

例

1  対象世帯

　 国保加入者が後期高齢者医療制度に加入し 、 残る国保

加入者が１ 人になっ た世帯（ 特定世帯）

国民健康保険

夫

75 歳未満

夫： 75 歳到達

特定同一世帯所属者

妻

72 歳

後期高齢者医療制度

妻： 引き続き

国保に加入

国民健康保険

国保加入者 1 人国保加入者 2 人

2  軽減割合

　 医療分、 支援金分及び子育て 分の平等割を 以下の

割合で 軽減し ま す。

3  判定日

以下のいずれかの時点で判定し ます。

・ 後期高齢者医療制度に移行し た時点

・ 世帯主変更時点

・ 賦課期日（ 令和 8 年 4 月 1 日） 時点

4  注意事項

　 低所得世帯に対する軽減に該当する場合、 上記2 の軽減

を適用し 、 さ ら に低所得世帯に対する軽減を適用し ます。

　 世帯主が変わっ た場合や、 その世帯の世帯員で な く

なっ た場合は、 軽減の対象外と なり ます。

支払額 軽減 支払額 軽減

最初の 5 年間

2 分の 1
→

その後 3 年間

4 分の 1

例

 66    国保から後期高齢者医療制度
　 　   へ移った方がいる場合の軽減

申請

不要

　 子育て世帯の負担軽減、次世代育成支援等の観点から 、

出産予定または出産し た被保険者の所得割と 均等割を 軽

減し ます。

1  対象者

　  国保加入者で出産し た方
　 ※妊娠 1 2 週（ 8 5 日） 以上であれば、 死産・ 流産等の場合も 軽減

の対象です。

2  軽減内容（ 金額）

　 対象者の軽減期間にかかる 所得割額と 均等割額を軽減

し ます。

3  軽減期間

　  ● 出産予定月ま たは出産月の前月から 出産月の翌々月

までの 4 か月

　 ● 多胎の場合は、 出産予定月または出産月の 3 か月前

から 出産月の翌々月までの 6 か月

4  持ち物

　 出産予定日ま たは出産日が確認でき る 書類（ 母子健康

手帳または出生証明書など）

5  申請方法

①または②のいずれかの方法

　 ①オンラ イ ン申請

　 ② 国保・ 高齢者医療課

の窓口で申請

 44   産前産後の方に対する軽減
申請

必要

オンライン申請は

コチラ  ▶  ▶  ▶

3  申請先

　 国保・ 高齢者医療課または支所

　 ※ 国保加入の際に一緒に申請してく ださ い。

4  注意事項

 ● 国保組合から 後期高齢者医療制度へ移る 場合は減免の

対象と なり ません。

● 障害認定によ り 65 歳以上で後期高齢者医療制度に移

行し た方の被扶養者も 対象です。

● 低所得世帯に対する軽減の 7 割・ 5 割に該当する 世帯

は、 減免を適用し ません。
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国民健康保険料の納め方
　 保険料は６ 月から 翌年３ 月までの 1 0 回払いです。

　 また、全期前納（ 年払い）も 可能です。 納め忘れを 防ぐ ために「 口座振替」を お勧めし ます。

ホームページは

コ チラ  ▶  ▶  ▶

　  納付の方法は、「 普通徴収」（ 口座振替・ 納付書払い） と 「 特別徴収」（ 年金から の差し 引き ） があり ます。

 11   納付回数及び納期限

 22   納付の方法

1  口座振替

● 指定の口座から 自動的に振替（ 引落し ） をし ます。

● 口座振替申込み時に、 期別（ 月払い） か全期前納（ 年払い） を 選択でき ます。

● 毎月月末までの申込みで、 翌月末から 口座振替が開始さ れます。

　  口座振替開始の約１ 週間前に、 開始のお知ら せを 郵送し ます。

 33   普通徴収（ 口座振替・ 納付書払い）

2  納付書払い

● 毎年６ 月に、 １ 年分（ 全期前納及び 10 回分） の納付書を 送付し ます。

　 コ ンビニエンススト ア等、 金融機関、 国保・ 高齢者医療課、 各支所で納付し てく ださ い。

● ペイ ジー対応の ATM 、 イ ンタ ーネッ ト バンキング、 PayPay 請求書払いで納付するこ と も でき ます。

＜申込方法＞

　 ①オンラ イ ン申請

　  　 二次元コ ード を 読み取っ て「 口座振替 W EB

申込サービ ス」 から お申込みく ださ い。

　 ②口座振替依頼書

＜注意事項＞

　 ・  登録でき る口座は世帯で一つです。 登録さ れた口座から 加入者全員分の保険料を 振替し ます。

　 ・ 世帯主が変わっ た場合は、 改めて口座振替の手続き が必要になり ます。

　 ・  口座振替の場合は、 領収書が交付さ れません。

オンラ イン申請は

コ チラ  ▶  ▶  ▶ 依頼書に

必要事項を記入
届出印を押印

返信用封筒で

送る

期　 別 納期限（ 口座振替日） 期　 別 納期限（ 口座振替日）

  1 期 令和 8 年　   6 月 3 0 日   6 期 令和 8 年　 1 1 月 3 0 日

  2 期 令和 8 年　   7 月 3 1 日   7 期 令和 8 年　 1 2 月 2 8 日

  3 期 令和 8 年　   8 月 3 1 日   8 期 令和 9 年　   2 月   1 日

  4 期 令和 8 年　   9 月 3 0 日   9 期 令和 9 年　   3 月   1 日

  5 期 令和 8 年　 1 1 月   2 日 10 期 令和 9 年　   3 月 3 1 日
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だまさ れないで !!

～電話でお金詐欺にご注意く ださ い～

還付金の手続きに ATM 操作をお願いすることはありません

1  特別徴収と なる世帯

①～④すべてに該当する世帯

　 ①世帯主が国保加入者

　 ②世帯内の国保加入者が全員 6 5 歳～ 7 4 歳

　 ③特別徴収対象年金（ ※1）が年額 18 万円以上

　 ④ 国保保険料と 介護保険料の1 回あたりの徴収額の

合計が、1 回の年金受給額の 2 分の1 以下
（ ※ 1） 特別徴収の対象と なる年金には優先順位があり ます。

　 　 　 複数の年金を 受給し ている 場合は、 対象と なる 年金のみ

が納額通知書に表示さ れます。

※介護保険料が特別徴収さ れない場合は、 国民健康保険料も 特

別徴収さ れません。

　 1 月から 12 月までに納付さ れた国民健康保険料

は、 世帯内で保険料の納付をし た方（ 国保加入の有

無は問いません） の社会保険料控除と し て申告でき

ます。

〈 申告の際の注意事項〉

①特別徴収の場合は、 納付義務者のみが申告できます。

②口座振替の場合は、 口座名義人のみが申告でき ます。

③控除証明書は郵送さ れません。 納付済額は通帳記帳または領収書等により ご確認く ださ い。

　 ※確定申告や年末調整等の際に、 国民健康保険料の領収書等を 添付する必要はあり ません。

 55   税法上の社会保険料控除

　 特別徴収と は、 世帯主が受給し ている 年金から 、 国民健康保険料を 差し 引いて納付する仕組みです。

　 該当する 世帯には事前に通知（ 納額通知書） でお知ら せし ます。

 44   特別徴収（ 年金から 差し 引き） （ 国民健康保険法第 7 6 条の 3 、 4 ）

4  口座振替への変更

　 世帯主本人から の申請により 、 特別徴収を口座振

替に変更するこ と ができ ます。

※納付書払いには変更でき ません。

●申し 込み場所

　 国保・ 高齢者医療課または支所

●注意事項

　 ・  特別徴収が中止と なる月は、申請し た時期によっ

て異なり ます。

　 ・  納付状況により 、 変更の手続き ができ ない場合

があり ます。

納付月 各月の納付額

4 月

6 月

2 月の差し 引き 額と 同額
または前年度保険料を 6 回に分けた額

8 月

10 月

12 月

2 月

本年度保険料から 4 、 6 月の納付額を
差し 引き 、 残り の保険料額を 4 回に
分けた額

3  特別徴収の時期

 年 6 回の年金受給月

2  特別徴収と なら ない世帯

　 1 の要件に該当し ていても 、 次のいずれかに該当

する世帯は、 普通徴収（ 口座振替または納付書払い）

になり ます。

① 世帯内の加入状況や所得等の変更によ り 保険料

が変更になっ た世帯

② 世帯主が年度途中で 7 5 歳になる世帯
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おし ら せ

オンラ イ ンから
申請ができ ます

　 以下の手続き については、 オンラ イ ンによる手続き が可能です。

　 市役所まで来庁する必要がなく 、 いつでも ・ どこ でも 手続き ができ るため、 ぜひご利用く ださ い！

　    申 請 内 容 申請ページ はコ チ ラ ▼

加入・ 脱退・ 再発行の手続き

加入

脱退

再発行

学生用資格確認書等の交付

保険料の軽減の手続き

非自発的失業者に対する 軽減

産前産後の方に対する 軽減

被扶養者で あっ た方に対する 軽減

給付に関する手続き
限度額適用認定証の交付

葬祭費

保険料のお支払い手続き 口座振替の申込み

特定健診・ 国保健診の手続き 特定健診等受診券の交付

マイ ナ保険証を
ご利用く ださ い

　 ①マイ ナンバーカ ード を 作る

　 ②健康保険証の利用登録

　 ■利用登録の方法

　 ・ 医療機関や薬局の受付で登録

　 ・ セブン銀行 ATM から 登録

　 ・ スマホなどを 使っ てマイ ナポータ ルから 登録

　 ・ 国保・ 高齢者医療課の窓口で登録

　 ・ 各支所の窓口で登録

マイ ナ保険証利用までの２ ステッ プ

マイ ナ保険証のメ リ ッ ト

◎同じ カード を使い続けら れる！

　 転職や引越し 、 他の健康保険に加入をし ても 、

同じ カード （ マイナ保険証） で受診ができます。

※ ただし 保険者（ 国保や健保組合等） が変わっ た場合

には加入・ 脱退の手続きが必要です。

◎限度額を越えた支払いが不要に！

　 限度額適用認定証がなく ても 、 高額療養費

制度における限度額を超えた支払いが不要と

なり ます。

◎より 良い医療を受けること ができる！

　 過去のお薬情報や健康診断の結果を確認で

き るため、 体の状態や他の病気を 推測し て治

療に役立てるこ と ができ ます。 健診結果が届

いておおむね３ ～４ ヶ 月後からスマホ等を使っ

てマイナポータ ルで結果を見ること ができます。

マイナポータ ルは

コ チラ  ▶  ▶  ▶


